
（補助金の額等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）に対する補助

率及び補助限度額は、次の表に定めるとおりとする。 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

事業実施に必要なスタッフの賃金（専門

的技術を持つ者に対する賃金）、謝金、旅

費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信

運搬費、広告料、保険料、使用料及び賃貸

料、委託料（会場設営撤去、警備）その他

市長が特に必要と認めるもの 

（イベント参加者への景品とみなされる

経費及び一般的な市場価格又は事業内容

に対して著しく高額な経費は除く。） 

２分の１ １事業につき３０万円 

２ 補助金の額は、補助限度額を超えない額とする。 

３ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

４ 次に掲げる経費については、補助対象経費に含めない。 

 (1) 事業所等の運営経費 

 (2) 事業所等の従業員の人件費（本事業実施に係るボランティアへの謝礼を含む。） 

 (3) 申請団体及びその構成員に対する経費（賃金、謝金、旅費、燃料費、使用料等） 

 (4) 食糧費に相当する経費 

 (5) 備品購入費 

 (6) 消費税及び地方消費税 

 (7) 領収書等の証拠書類を確認することができない経費 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として適当でないと認める経費 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


